
第６８回税理士試験 財務諸表論

第一問（理論）解答

１ （配点：１０点＝各２点×５）

⑴ エ

⑵ ア

⑶ オ

⑷ ウ

⑸ イ

⑹（配点：４点）

新株予約権者が明白な残余請求権者である普通株主と同様のリターンを期待

する資金預託者とすれば，その持分は拠出資本となり，その成果は期間損益に

影響を及ぼすことになる。他方，新株予約権者は普通株主と異なり，自身にと

って不利な環境の下では，権利の放棄により企業との関係を断つこともでき，

また権利行使により普通株主となるまでは企業を主体的にコントロールするこ

とはできないため，残余請求権者とはならないとすれば，新株予約権による資

金預託は，拠出資本とはならず，期間損益に影響を及ばさないことになる。

２ （配点：３点＝各１点×３）

⑴ イ

⑵ イ

⑶ ウ

⑷（配点：８点）

連結財務諸表は，支配従属関係にある２つ以上の企業からなる集団（企業集

団）を単一の組織体とみなして，親会社が当該企業集団の財政状態，経営成績

およびキャッシュ・フローの状況を総合的に報告するために作成するものであ

る。すなわち，企業集団に係る財務業績の適切な把握と，押し込み販売などを

通じて利益の嵩上げによる個別財務諸表における利益操作を防止することが企

業集団に連結財務諸表の開示が求められている理由である。

これは，現行会計制度において，財務報告の目的が，企業価値評価の基礎と

なる情報，つまり投資家が将来キャッシュフローを予測するのに役立つ企業成

果等を開示することであり，また，この目的を達成するために，会計情報に求

められる最も基本的な特性が，意思決定有用性に求められるからである。

（別解は解説に記載）

（無断複写・転載を禁ず）

（１）



第６８回税理士試験 財務諸表論

第二問（理論）解答

１ （配点：４点＝各１点×４）

① ク ② ウ

③ キ ④ オ

２ （配点：２点＝各１点×２）

Ⅰ Ａ Ⅱ Ｄ

３ （配点：６点 名称１点，理由５点）

名 称 混合属性モデル（アプローチ）

資産は投資の性質によって，事業の遂行を通じて成果を得ること

を期待する事業投資と公正価値の変動を期待する金融投資とに分類

される。事業投資は，売却することに事業遂行上の制約があり，取

得原価で評価される。対して，金融資産であってもその属性及び保
理 由

有目的から，実質的に価格変動リスクを認める必要のない場合や直

ちに売買・換金を行うことに事業遂行上等の制約がある場合があり

これらを考慮せずに時価評価を行うと，企業の財政状態及び経営成

績を適切に財務諸表に反映させることにならないからである。

４ （配点：４点 記号２点，名称：２点）

記 号 は

名 称 負債（時価）評価のパラドックス

５ （配点：４点）

退職給付債務と資産除去債務の算定にリスクフリー・レートを用いるのは，

いずれも明示的な金利キャッシュ・フローを含まない債務であるからである。

対して，減損損失の測定での使用価値の算定に際しては，将来キャッシュ・フ

ローがその見積値から乖離するリスクを反映させる必要がある。その際，割引

率に反映させる方法を採用した場合には，割引率は貨幣の時間価値と将来キャ

ッシュ・フローがその見積値から乖離するリスクの両方を反映させる。

６ （配点：５点 名称：１点，理由：４点）

名 称 給付算定式基準

期間定額基準とは，退職給付見込額について全勤務期間で除した

説明と 額を各期の発生額とする方法である。直接観察できない労働サービ

容認理由 スに係る費用配分の方法は一義的に決まらず，適用の明確でより優

れている同基準を一律に否定する根拠が乏しいからである。

（無断複写・転載を禁ず）

（２）



第６８回税理士試験 財務諸表論

第三問（計算）解答

問１ 貸借対照表及び損益計算書

貸 借 対 照 表

平成ｘ５年３月３１日現在 （単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

Ⅰ流 動 資 産 （ １，０３６，９９７） Ⅰ流 動 負 債 （ ４９６，７００）

① 〔現 金 及 び 預 金〕 （ ４１０，０１５） 買 掛 金 （ １８３，４８４） ①

① 受 取 手 形 （ ５１，８４０） 短 期 借 入 金 （ ２２，３００）

〔電 子 記 録 債 権〕 （ ６２，６４０） 〔一年内返済予定長期借入金〕 （ １９６，０００） ①

売 掛 金 （ ２３１，２８４） 未 払 金 （ ７，６４２） ①

① 商 品 （ ２５７，５４０） 〔未 払 費 用〕 （ ３３，７９２） ①

① 前 払 費 用 （ １４，８９３） 〔未 払 消 費 税 等〕 （ ２９，９５２） ①

① 繰 延 税 金 資 産 （ １２，２４２） 〔未 払 法 人 税 等〕 （ ６，４５８） ①

貸 倒 引 当 金 （ △ ３，４５７） 前 受 金 （ １７，０７２） ①

Ⅱ固 定 資 産 （ ５４７，１２０） Ⅱ固 定 負 債 （ ５５７，３００）

有 形 固 定 資 産 （ ４９４，６００） 長 期 借 入 金 （ ５３０，０００） ①

建 物 （ ６４，６３８） 〔 退職給付引当金 〕 （ ２７，３００） ①

構 築 物 （ ６，６０６） 負 債 合 計 （ １，０５４，０００）

備 品 （ ４，０５６） 純 資 産 の 部

① 土 地 （ ４１９，３００） Ⅰ 株 主 資 本 （ ５３０，５７２）

無 形 固 定 資 産 （ １２，５００） 資 本 金 （ ２６０，０００）

① ソ フ ト ウ ェ ア （ ７，７００） 資 本 剰 余 金 （ ２００，０００）

① 〔ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定〕 （ ４，８００） 資 本 準 備 金 （ ２００，０００）

投 資 そ の 他 の 資 産 （ ４０，０２０） 〔利 益 剰 余 金〕 （ １３４，１７２）

① 〔投 資 有 価 証 券〕 （ ２３，６３５） 利 益 準 備 金 （ ３０，８５２）

① 〔関 係 会 社 株 式〕 （ ８，０００） 〔そ の 他 利 益 剰 余 金〕 （ １０３，３２０）

① 繰 延 税 金 資 産 （ ８，３８５） 繰 越 利 益 剰 余 金 （ １０３，３２０） ①

〔自 己 株 式〕 （ △ ６３，６００） ①

Ⅱ 評 価 ・ 換 算 差 額 等 （ △ ４５５）

〔その他有価証券評価差額金〕 （ △ ４５５） ①

純 資 産 合 計 （ ５３０，１１７）

資 産 合 計 （ １，５８４，１１７） 負 債 及 び 純 資 産 合 計 （ １，５８４，１１７）

（無断複写・転載を禁ず）

（３）



損 益 計 算 書

自平成ｘ４年４月１日

至平成ｘ５年３月３１日 （単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 （ ２，６１５，８９４） ①

売 上 原 価 （ ２，０４４，７１４） ①

売 上 総 利 益 （ ５７１，１８０）

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 （ ５１８，３５６）

営 業 利 益 （ ５２，８２４）

営 業 外 収 益

受 取 利 息 （ １８４）

雑 収 入 （ ６１４） （ ７９８） ①

営 業 外 費 用

支 払 利 息 （ ２，２０５） ①

〔シ ン ジ ケ － ト ロ － ン 手 数 料〕 （ １１，０００） ①

雑 損 失 （ ３７） （ １３，２４２） ①

経 常 利 益 （ ４０，３８０）

特 別 損 失

〔投 資 有 価 証 券 評 価 損〕 （ １４，０２５） ①

〔減 損 損 失〕 （ １０，７００） （ ２４，７２５） ①

税 引 前 当 期 純 利 益 （ １５，６５５）

〔法 人 税 ， 住 民 税 及 び 事 業 税〕 （ １４，５１２） ①

〔法 人 税 等 調 整 額〕 （ △ ２，０２６） （ １２，４８６） ①

当 期 純 利 益 （ ３，１６９）

（無断複写・転載を禁ず）

（４）



問２ 販売費及び一般管理費の明細

（単位：千円）

科 目 金 額

報 酬 及 び 給 料 手 当 ３１８，８６５

〔賞 与〕 （ ２９，９１０） ①

〔退 職 給 付 費 用〕 （ ４，７８５） ①

法 定 福 利 費 （ ４７，８９６） ①

支 払 手 数 料 （ ２１，３５８） ①

賃 借 料 １５，６９８

広 告 宣 伝 費 （ ２６，６６２） ①

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 （ ３，１２５） ①

旅 費 交 通 費 （ ５，５４１） ①

租 税 公 課 （ ６，５０９） ①

減 価 償 却 費 （ ７，３０９） ①

そ の 他 ３０，６９８

合 計 （ ５１８，３５６）

問３ 個別注記表（一部抜粋）金負債の発生原因別内訳

ａ 一般債権 ①

ｂ 退職給付債務 ①

ｃ ６１，６５４千円 ①

ｄ Ｘ４ ①

ｅ １，３８０千円 ①

ｆ Ｘ５ ①

ｇ １，３５０千円 ①

ｈ 利益剰余金 ①

（無断複写・転載を禁ず）

（５）
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